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被保険者であった期間（賃金支払いの有無を問わない）
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※覚えやすいよう、所定給付日数は1/30しています

就職
困難者

３ ４ ６

※1疾病などで引き続き30日以上
　　賃金の支払を受けることができなかった日数
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●P36～65基本手当の全体像
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加算

最大限４年間

受給期間

30日以上※2▲
離
職

算定対象期間

30日以上※1 ▲
認
定
日

▲
認
定
日
の
前
日

28-7日
　　＝21日

28日 28日

▲
認
定
日

離職理由による給付制限がある場合

▲
認
定
日

離職理由による給付制限（３ケ月）▲
求
職
の
申
込
み

▲
就
職

▲
認
定
日

▲
求
職
の
申
込
み

加算

※2疾病などで引き続き30日以上
　　職業に就くことができない期間

最大４年間

　　　　　　　原則：１年間
　　　　　　　例外：所定給付日数が360日の人は１年＋60日、330日の人は１年＋30日

　原則：離職の日以前２年間
　特例：１年間（倒産・解雇等離職者、特定理由離職者）

　　～３０歳

年齢を問わず

４５～６５歳

適用事業に雇用される労

働者は、適用除外に該当

しない限り被保険者となる

被保険者期間 ：

①離職日からさかのぼって被保険者であった期

間を１ヶ月ごとに区分し、各区分期間のうち賃金

支払基礎日数が11日以上＝被保険者期間１ヶ月

②被保険者資格取得日から最初の資格喪失応

当日の前日までの日数が15日以上＆賃金支払

基礎日数が11日以上＝被保険者期間1/2ヶ月

待機：通算７日

証明書による認定 ：

次の理由に該当し出頭できな

かったときは、理由がやんだ後の

最初の認定日に証明書を提出す

ることで、失業の認定を受けるこ

とができる

①疾病等（継続15日未満）

②求人者に面接など

③公共職業訓練を受ける

④天災その他やむを得ない理由

認定日の変更の申出 ：

やむを得ない理由のた

め出頭できない場合、受

給資格者の申出により

職安所長は認定日の変

更ができる

算定基礎期間

（以上～未満）年齢

（以上～未満）算定基礎期間 ：

「基準日まで引き続いて同一事業主の適用事業に

雇用された期間」と「離職後１年以内に被保険者期

間を再取得した場合は、その前後の被保険者期

間」を通算した期間

ただし、次の期間は除く

①基本手当などを受けたことがある場合、その給

付に関わる離職の日以前の被保険者であった期

間

②育児休業給付金の支給を受けたことがある場合

は、その給付の支給に係る休業の期間

管轄職安に出頭し

離職票を提出

→受給資格があれ

ば職安所長が雇用

保険受給資格者証

を交付

最初に出頭した日

から起算して４週間

に１回ずつ

（職業訓練を受ける

場合は１月に１回）


